
（第三種郵便物認可）２０１２年２月５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行）（９） 改定特集２

・ 診療における偶発症等緊急時に円滑
な対応ができるよう、別の保険医療
機関との事前の連携体制が確保され
ていること。

・ 診療における偶発症等緊急時に円滑
な対応ができるよう、別の保険医療
機関との事前の連携体制が確保され
ていること。なお、医科歯科併設の
保険医療機関にあっては医科診療科
との連携体制が確保されていればこ
の限りでない。（改）

〈特定入院料〉
・特定集中治療室管理料ほか３項目

〈特定入院料〉
・特定集中治療室管理料ほか３項目
・小児入院医療管理料（新）

在宅歯科医療の推進
 骨子【重点課題２－４－（１）】
第１　基本的な考え方
１ ．在宅歯科医療をより一層推進する観点から、現在の歯科訪問診療の対象者に
ついて、歯科訪問診療の実情も踏まえつつ、適切に歯科訪問診療が提供される
よう「常時寝たきりの状態」の表現を見直す。

２ ．居宅に対する歯科訪問診療が推進されるよう、同一建物居住者以外に対する
歯科訪問診療をより適切に評価するとともに、在宅療養支援歯科診療所の取り
組みを評価する観点から、在宅療養支援歯科診療所に属する歯科衛生士が歯科
訪問診療に際して診療の補助を行った場合に評価を行う。

３ ．歯科訪問診療に必要な器具を携行した場合の加算の評価について、一人の患
者に対して「１回目」と「２回目以降」で異なる評価を、同一建物居住者の有
無により適切に評価を行う。なお、この際、同一建物居住者に対して、一度に
多数の患者に歯科訪問診療を行う場合の適正化を行う。

第２　具体的な内容
１ ．歯科訪問診療料の対象者の表現の見直し
　歯科訪問診療の対象者について、歯科訪問診療の実情も踏まえつつ、適切に歯
科訪問診療が提供されるよう「常時寝たきりの状態」の表現を見直す。

現　行 改定案
［算定要件］
・ 歯科訪問診療は常時寝たきりの状態
等であって、在宅等において療養を
行っており、疾病、傷病のため通院
による歯科治療が困難な患者を対象
とし、療養中の当該患者の在宅等か
ら屋外等への移動を伴わない屋内で
診療を行った場合に限り算定でき
る。

［算定要件］
・ 歯科訪問診療は、在宅等において療
養を行っており、疾病、傷病のため
通院による歯科治療が困難な患者を
対象としていることから、通院が容
易な者に対して安易に算定してはな
らない。なお、この場合において、
療養中の当該患者の在宅等から屋外
等への移動を伴わない屋内で診療を
行った場合に限り算定できる。（改）

２ ．歯科訪問診療料の評価の見直し
　歯科訪問診療の評価について、在宅に対する歯科訪問診療を推進する観点か
ら、歯科訪問診療料１の評価を引き上げるとともに、歯科訪問診療を行った際に
患者の容体の急変により、やむを得ず20分を満たさなかった場合の取り扱いを明
記する。

現　行 改定案
【歯科訪問診療料】
１　歯科訪問診療１ 830点
２　歯科訪問診療２ 380点

注 １　１については、在宅等において
療養を行っている患者（当該患者と
同一の建物に居住する他の患者に対
して当該保険医療機関が同一日に歯
科訪問診療を行う場合の当該患者
（以下この区分番号において「同一
建物居住者」という。）を除く。）で
あって通院が困難なものに対して、
当該患者が居住する建物の屋内にお
いて、次のいずれかに該当する歯科
訪問診療（診療時間が20分以上の場
合に限る。）を行った場合に算定す
る。この場合において、区分番号Ａ
000に掲げる初診料又は区分番号Ａ
002に掲げる再診料は、算定しない。

【歯科訪問診療料】
１　歯科訪問診療１ ○点（改）
２　歯科訪問診療２ 380点 　　

注 １　１については、在宅等において
療養を行っている患者（当該患者と
同一の建物に居住する他の患者に対
して当該保険医療機関が同一日に歯
科訪問診療を行う場合の当該患者
（以下この区分番号において「同一
建物居住者」という。）を除く。）で
あって通院が困難なものに対して、
当該患者が居住する建物の屋内にお
いて、次のいずれかに該当する歯科
訪問診療（診療時間が20分以上の場
合に限る。ただし、当該患者の容体
が急変し、やむを得ず治療を中止し
た場合においてはこの限りでな
い。）を行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号Ａ000に
掲げる初診料又は区分番号Ａ002に
掲げる再診料は、算定しない。（改）

　※ 注２（同一建物居住者についても
同様の改正）

３．歯科訪問診療補助加算の新設
　在宅療養支援歯科診療所の取り組みを評価する観点から、在宅療養支援歯科診
療所に属する歯科衛生士が歯科訪問診療に際して診療の補助を行った場合に評価
を行う。

（新）　歯科訪問診療補助加算　（１日につき）
　　　　　同一建物居住者以外の場合　○点

　　　　　同一建物居住者の場合　　　○点
［算定要件］
　在宅療養支援歯科診療所に属する歯科衛生士が、必要があって歯科訪問診療の
補助を行うために歯科訪問診療を行う歯科医師と同行し、実際に歯科訪問診療の
補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を、１日に
つき歯科訪問診療料の所定点数に加算する。

４．在宅患者等急性歯科疾患対応加算の見直し
　歯科訪問診療に必要な器具を携行した場合の評価について、一人の患者に対し
て「１回目」と「２回目以降」で異なる評価を、同一建物居住者の有無により適
切に評価を行う。なお、この際、同一建物居住者に対して、一度に多数の患者に
歯科訪問診療を行う場合の適正化を行う。

現　行 改定案
【歯科訪問診療料】
注　在宅患者等急性歯科疾患対応加算
（１日につき）
　イ　１回目　　　　　 232点
　ロ　２回目以降　　　　90点

【歯科訪問診療料】
注　在宅患者等急性歯科疾患対応加算
（１日につき）
　イ　同一建物居住者以外
 ○点（改）
　ロ　同一建物居住者（５人以下）
 ○点（改）
　ハ　同一建物居住者（６人以上）
 ○点（改）

生活の質に配慮した歯科医療

 骨子【Ⅰ－７－（１）】
 骨子【Ⅰ－７－（２）】
第１　基本的な考え方
１ ．「障害者加算」の対象者に、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意
志疎通の困難さが頻繁に見られ、著しく歯科診療が困難な状態を明示し、　歯
科診療報酬上における「障害者加算」は、本加算の要件を維持しつつ、主旨を
より適切に反映する観点から「歯科診療特別対応加算（仮称）」に改める。

　 　また、著しく歯科診療が困難な者に対する歯科医療の充実を図る観点から、
著しく歯科診療が困難な患者の状態に応じて、身近な歯科医療機関でも円滑に
歯科治療が受けられるよう、専門性の高い歯科医療機関から患者を紹介した場
合及び一般の歯科医療機関が患者を受け入れた場合の評価を行う。
２ ．例えば、糖尿病患者は歯周病が悪化しやすい傾向があることを踏まえ、歯周
病の悪化・重症化リスクが極めて高い患者等に対する歯周病安定期治療の間隔
を、歯周外科手術を実施した場合に合わせて短縮するとともに、歯周治療を評
価するとともに、歯の保存に資する歯内療法についても併せて評価する。
第２　具体的な内容
１．障害者加算の名称の見直し及び対象者の明確化
　障害者加算を歯科診療特別対応加算に改め、対象者の明確化を図る。

現　行 改定案
【障害者加算（初診料・再診料の加
算）】
・ 著しく歯科診療が困難な障害者に対
して初診を行った場合は、175点
（当該患者が歯科治療環境に円滑に
適応できるような技法を用いた場合
は、250点）を所定点数に加算する。

［算定要件］
・ 「著しく歯科診療が困難な障害者」
とは、脳性麻痺等で身体の不随運動
や緊張が強く体幹の安定が得られな
い状態、知的発達障害により開口保
持ができない状態や治療の目的が理
解できず治療に協力が得られない状
態、重症の喘息患者で頻繁に治療の
中断が必要な状態又はこれらに準ず
る状態にある者をいう。なお、障害
者加算を算定した日においては、患
者の状態を診療録に記載し、専門的
技法を用いた場合はその名称を併せ
て診療録に記載する。

【歯科診療特別対応加算（初診料・再
診料の加算）】
・ 著しく歯科診療が困難な者に対して
初診を行った場合は、175点（当該
患者が歯科治療環境に円滑に適応で
きるような技法を用いた場合は、
250点）を所定点数に加算する。（改）

［算定要件］
・ 「著しく歯科診療が困難な者」と
は、脳性麻痺等で身体の不随意運動
や緊張が強く体幹の安定が得られな
い状態、知的発達障害により開口保
持ができない状態や治療の目的が理
解できず治療に協力が得られない状
態、重症の喘息患者で頻繁に治療の
中断が必要な状態、日常生活に支障
を来たすような症状・行動や意志疎
通の困難さが頻繁に見られ、歯科診
療に際して家族等の援助を必要とす
る状態又はこれらに準ずる状態にあ
る者をいう。なお、歯科診療特別対
応加算を算定した日においては、患
者の状態を診療録に記載し、専門的
技法を用いた場合はその名称を併せ
て診療録に記載する。（改）

２．歯科診療特別対応地域支援加算の新設

（新）　歯科診療特別対応地域支援加算（初診料の加算、初診時１回）○点
　著しく歯科診療が困難な患者について、専門性の高い歯科医療機関からの紹介
に基づき、歯科医療機関で受け入れ外来で診療を行った場合の評価を新設する。
［算定要件］


